
令
和
六
年
政
令
第
百
八
十
一
号

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押

収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る

電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及

び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
六
項
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
四
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
一
条
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び

押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
七
条
第
六
項
、
第
二
十
一
条
又
は
第
二

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
公
告
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
行
う
検
察

官
が
所
属
す
る
検
察
庁
の
掲
示
場
に
十
四
日
間
掲
示
す

る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
検
察
官
が
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
官
報
に
掲
載
す
る
方
法
を
併

せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
公
告
を
掲
示
場
に
掲
示
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
告
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
官
報
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

３
　
公
告
を
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
公
告
の
根
拠
と
な
る
法
の
規
定

二
　
公
告
を
行
う
検
察
官
が
所
属
す
る
検
察
庁

三
　
対
象
領
置
物
件
の
領
置
番
号

四
　
対
象
領
置
物
件
の
領
置
に
先
立
っ
て
解
か
れ
た
刑

事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

の
規
定
に
よ
る
押
収
に
係
る
事
件
名
及
び
押
収
番
号

五
　
品
名
及
び
数
量

六
　
公
告
の
初
日
及
び
末
日
の
年
月
日
（
第
一
項
た
だ

し
書
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
官
報
に
掲
載
す
る
方

法
に
よ
っ
て
行
う
公
告
に
あ
っ
て
は
、
公
告
の
年
月

日
）

七
　
検
察
官
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
第
四
号
に
規
定
す
る
押
収
の
場
所
及
び
年
月
日

並
び
に
対
象
領
置
物
件
の
特
徴

４
　
検
察
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
一
項
本
文
の
期
間
を
延
長
し
、
又
は
公
告
を
行
っ
た

後
更
に
公
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
額
等
）

第
二
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行

政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
用

紙
一
枚
に
つ
き
十
円
（
カ
ラ
ー
で
複
写
さ
れ
、
又
は
出

力
さ
れ
た
用
紙
に
あ
っ
て
は
、
二
十
円
）
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
両
面
に
複
写
さ
れ
、
又
は
出
力
さ

れ
た
用
紙
に
つ
い
て
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
手
数
料

の
額
を
算
定
す
る
。

２
　
手
数
料
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
書
面
に
収
入
印
紙

を
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審

査
庁
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定

す
る
審
査
庁
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
事
務
所
に
お
い
て
手
数
料
の
納
付
を
現

金
で
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
当
該
事
務
所
の

所
在
地
を
当
該
審
査
庁
が
官
報
に
よ
り
公
示
し
た
場
合

に
お
い
て
、
手
数
料
を
当
該
事
務
所
に
お
い
て
現
金
で

納
付
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
数
料
の
減
免
）

第
三
条
　
審
査
庁
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
交
付
を
受
け
る
審
査
申
立
人
又
は
参
加
人

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
審
査
申
立
人
等
」
と
い
う

。
）
が
経
済
的
困
難
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

の
求
め
一
件
に
つ
き
二
千
円
を
限
度
と
し
て
、
手
数
料

を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
審
査

申
立
人
等
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
交
付
を
求
め
る
際
に
、
併
せ
て
当
該
減
額
又
は
免

除
を
求
め
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
審

査
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
書
面
に
は
、
審
査
申
立
人
等
が
生
活
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ

と
を
証
明
す
る
書
面
を
、
そ
の
他
の
事
実
を
理
由
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
を
証
明
す
る
書
面
を
、

そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
六
月
二
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
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